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Ⅰ  五思寮の概要 

１ 管理運営
   五思寮は、電気通信大学学生寮運営規程に基づいて管理運営されます。 

・管 理 運 営 責 任 者 副学長（学生支援担当） 

・事 務 担 当 学生課 学生宿舎担当 

・寮 内 管 理 株式会社ジェイ･エス･ビー（管理委託会社）

・チ ュ ー タ ー 郵便ボックスに記載

２ 所在地等
〒182-0033 東京都調布市富士見町２丁目１１番地３３ 

          電気通信大学五思寮 

          ℡ 042(443)5092（管理事務室 直通) 

３ 施設・設備の概要
五思寮の施設・設備は、下の表のとおりです。 

   収容人員 120 名 

室     名 室 数    階          設        備
  居     室  120  各 階  ハイベッド、机、椅子（5階は机が低いため椅子はありません）

、エアコン、インターネット回線（使用料は管理費に含まれて

います）、内線電話 

  談 話 室   3 1･3･5階  机、椅子 

  洗面・洗濯室   10  各 階  洗濯機２台、乾燥機２台 ※コインランドリータイプ 

  補   食   室   10  各 階  冷蔵庫、流し台、電子レンジ、湯沸器等 

  浴 室（個 室）   10  各 階  脱衣棚、スノコ 

ホール・ 

玄関・下足室   

   1   1 階  靴箱、来客用傘立 

郵便ボックス、掲示板（管理事務室から入居者への連絡用） 

  放  送   室      1   1 階  放送機器一式、電話機 

  物  品  庫     3 1,2,4階 物品棚 

  ト  イ  レ     10  各 階  小２、大２(洋式シャワートイレ)、便座クリーナー 

  管理事務室    1   1 階   

【備考】  

（１）建物は、鉄筋コンクリート造５階建 

（２）居室は、個室（洋式）9.24 ㎡ 

（３）洗面・洗濯室、補食室、浴室、トイレは１２人で１室使用 

  （４）五思寮平面図を参照 

―１― 



Ⅱ 本建物の日常運営の案内（共用部に関する事項）  

１ 共用部とは
共用部とは、談話室、廊下、階段、トイレ、浴室、洗面・洗濯室等、入居者が共同で使用する施設、

スペース（原則五思寮入居者以外利用できません）のことを指します。なお、五思寮内は土足厳禁

です。 

２ 諸施設の案内
共用部は、他の入居者の迷惑とならないように、清潔に、また静粛に使用してください。 

また、共用部の造作、設備、備品等は、善良な管理者の注意をもって、それぞれの用法等に従い使

用してください。 

(１）管理事務室

           本建物の利用に関し、不明な点、お困りの点等がありましたら、こちらまでお問い合わせください。

場  所 営 業 時 間 電話番号、Ｅメール Ｆ Ａ Ｘ 

1階 

■  9時00分 17時00分 
  ※10時30分 12時00分を除く 

■ 休業期間 

土日祝日、夏季期間、年末年始 

夏季期間、年末年始の休業日は掲示に

てお知らせします。                  

042-443-5092 

d-staff-all@jsb-g.co.jp

緊急時連絡先 

コールセンター 

０５７０－２００－１６６ 

同左 

※ 五思寮チューター 
住込みで入居者への日常生活での助言や管理事務室の補助をしています。管理事務室の営業時間外に不明な点、

お困りの点等がありましたら、五思寮チューターへ。 

   （２）西門守衛所 
管理事務室の営業時間外に通報（110・119番通報が必要な場合）が必要な場合は、まず西門守衛所に連絡→ 

その後１１０・１１９番通報してください。 

※通報が必要な場合は、必ず西門守衛所に電話してください。直接通報されると、対応が遅れます。

TEL ０４２－４４３－５０６６ 
（３）郵便ボックス 

           一般郵便物、新聞等の郵便ボックスは１階玄関に用意しています。  

大学からの重要な連絡などに利用されるので毎日確認し、郵便物は全て部屋へ持って行きましょう。 

なお、自分宛てでない郵便物があった場合は管理事務室へ届けましょう。 

           【利用上の注意】 

※入居者の荷物は、各自部屋にいる時間に受け取るようにしてください。基本、管理事務室では預かりません。 
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（４）談話室 
管理事務室へ申請することにより利用できます（原則五思寮生以外は利用できません）。

           【利用上の注意】 

         （イ）利用時間 8時00分から23時00分まで。 

       （ロ）喫煙及び飲食は禁止。 

       （ハ）貸し出した鍵は五思寮チューターまたは管理事務室へ返却。 

（５）洗面・洗濯室 
※利用方法に関しては、P.15「洗面・洗濯室の利用について」参照。       

（６）補食室   
※利用方法に関しては、P.16「補食室の利用について」参照。    

（７）浴室   
         ※利用方法に関しては、P.17「浴室の利用について」参照。 

（８）トイレ   
         ※利用方法に関しては、P.18「トイレの利用について」参照。 

（９）下足室 
         ※利用方法に関しては、P.19「下足室の利用について」参照。 

   （10）荷物の搬入及び搬出 

（イ）搬出入を依頼する搬出入者・運送者等に対し、本案内事項の遵守および搬出入にて発生した梱包材等の 

持ち帰りを指導願います。

（ロ）搬出入者・運送者が、入居者および建物所有者または第三者に与えた損害（火災を含む）について、

その損害発生の原因によっては、入居者、搬出入者および運送者等に賠償していただく場合が 

ありますので、予めご承知おきください 

（11）喫煙場所

五思寮は全て禁煙です。喫煙は電気通信大学キャンパス内指定箇所での喫煙となります。 

３  鍵の管理について
入居時に専有部（居室）入口扉の鍵（以下「専有部鍵」という。）を貸与します。 

      【利用上の注意】 
(1)専有部鍵は、入居者の責任において保管していただきます。 

(2)万一、専有部鍵を紛失したときは、直ちに管理事務室へ申し出ください。なお、この場合の鍵の取替費用は 

入居者の負担となります。 

(3)事由の如何を問わず、専有部鍵は複製しないでください。 

(4)居室の明渡しに際し、入居者は貸与された鍵を返却してください。 
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４  清掃及び部屋の換気
居室の清掃及び換気は入居者の責任において行います。清掃及び換気を怠り部屋を汚した場合の、

清掃費用は入居者の負担となります。また、換気を怠りカビを発生させた場合は、天井などにカビ

が付着しクリーニングで対応できない場合があります。その場合は入居者の負担による弁償となり

ます。 

管理事務室が実施する清掃は共用部となりますが、私物及びゴミの放置や汚す行為があった場合は、

警告を出します。警告後1週間以内に改善されなければ、現在の管理費では処理できないため、管

理費を値上げします。なお、特定のブロックなど、場合が限定される場合は、そのブロックのみ管

理費の値上げとなります。なお、土足の利用にて汚した場合は、居室から下足室までのクリーニン

グ料金（約 10万円程度）を請求します。請求に応じない場合は退去となる場合もあります。 

また、廊下やケーブルラックに土足を置いている者も土足利用要注意人物としてチェックしていま

す。 

５  共用部においてお断りする事項 

       火災予防、入居者の快適環境、安全の確保および本建物の保全のため、下記の事項は固くお断り 

します。 
（１）本建物およびその周辺に発火性・引火性物質（カセットコンロおよびカセットガスボンベを含む）、爆発物

を量の多少を問わず持ち込むこと 

       （２）廊下、バルコニー等の共用部に物品（ゴミ、植木鉢、プラントボックス、テーブル、椅子、物置、傘等）を

置くこと。 

         （３）共用部において貴重品を含む私物を放置すること。 

なお、盗難等に関しまして、本学および管理事務室は一切責任を負いかねますので、予めご承知おきくだ 

さい。 

         （４）非衛生的使用、振動、騒音（楽器演奏、ステレオを含む）、臭気発散、落書きその他周囲の迷惑となる行為 

         （５）専有部出入口扉および窓ガラス等への張り紙、集会、物品販売、ビラおよびパンフレット類の配布、垂れ幕、

旗の掲揚等を行うこと。また、屋上および外壁、窓、共用部の看板・広告・掲示板等の表示物の設置、貼付

等を行うこと 

       （６）物品の販売および賭博行為 

         （７）屋上等、危険箇所に立ち入ること 

         （８）動物を本建物に持ち込むことおよび飼育すること 

（９）公衆の目に触れるような場所において、公衆に嫌悪の情を催させるような仕方で尻、胸その他身体の一部 

をみだりに露出すること 

（10）共用部を占用使用すること 

（11）寮内へ本学の許可なく異性を入れる行為 

（12）その他管理上支障となる行為 

        ※共用部へ放置した私物は警告後、管理事務室で撤去します。撤去後管理事務室にて１週間保管し引き取りに 

来ない物は処分します。 
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Ⅲ 居室の利用についての案内（専有部に関する事項） 

１  専有部とは 
専有部とは、本学から入居許可書にて許可された部屋内のことです。 
 専有部の設備の利用について 

エアコンは定期的にフィルター清掃をしてください。またフィルターの自動清掃機能のあるエアコンは自動 

清掃で貯まったゴミは定期的に取り除いてください。 

インターネットの利用は、「インターネット使用方法」参照。 

２  入退去時の手続き等

（１）入居時確認の手順

入居時には、下記の手順により専有部の状態を確認願います。 

（イ）新入居連絡用紙の記入および提出

・専有部の備品がそろっているか、居室内各所に目立った破損・傷・汚れがないかを確認してください。 

・専有部に不備や目立った破損、傷、汚れがあれば、別紙の「新入居連絡用紙」にその内容を記入して 

ください。（特になければ、「特になし」と記入してください。） 

・「新入居連絡用紙」は、入居日から1週間以内に管理事務室に提出してください。 

（ロ）破損の修理等

提出された「新入居連絡用紙」の記載内容に基づき、管理会社から修理日等に関する連絡が入った場合は、

日程調整に協力ください。調整がつかない場合は、入居者の不在時に管理会社が専有部に立ち入ることに

つき、可能な限り協力ください。 

（２）退去時確認の手順 
           （イ）退去日に至るまでの手続き 

・退去日の１ヵ月前までに退寮願を管理事務室に提出してください。 

・退去前点検日に原状回復の見積もり（破損箇所があった場合）をします。 

・退去前点検日は可能な限り居室内を片付けて、（管理会社による）専有部の点検を受けてください。 

・住民票の移動、新聞の解約、郵便局への転居届の提出（郵便局の転送サービス開始までに要2週間）。 

・破損箇所があった場合、原状回復の請求居が届くので、コンビニエンスストアで支払う。 

・最終月の寮費の請求書が届くので、管理事務室で現金で支払う。 

・その他、退去日までに以下のことを済ませてください。 

荷物をまとめて、忘れ物のないようにしてください。 

専有部の備品を入居時の状態に戻してください。（退去点検の際、備品がない場合等は、入居者に 

原状回復義務が生じることとなります。） 

（ロ）退去日当日以降の手続き 

退去日当日は、管理会社による退去点検を受け、退去前点検より悪化していないか確認します。 

・悪化している場合は、追加料金が発生し、現金精算となります。 

・退去点検当日は、専有部鍵の返却となります。 
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・退去日時は管理事務室の対応時間となります。 

（ハ）原状回復に関する留意事項 

  原状回復費用がかかる主な例は以下のとおりですので、入居者は居室内の使用方法についてご留意くだ 

さい。

・内装、設備品等の汚れ、こげ、カビ傷やめくれ、変形、タバコ、お香などによる黄ばみ、におい 

・エアコンの水漏れや雨漏りなどの欠陥を管理人に報告しなかったことによる内装等の毀損 

・雨、雪などが吹き込んだことによる内装、設備品等の毀損 

・網戸の穴、傷 

・ガラスなどのひび割れなど 

・その他入居者の不注意、使い方の悪さ、手入れの悪さにより生じた内装等の毀損 

 ３  入居中の工事等について 

（１）入居者による工事等 
             火災予防、入居者の快適環境、安全の確保および本建物の保全のため、下記の事項に配慮いただきますよう 

お願いします。 

            （イ）設備、造作の新設等

               ・専有部における設備等の新設・増設・除去・変更、その他専用部の改造、模様替えおよび造作の新設等

の工事は原則として禁止します。ただし、これらの工事が特に必要な場合は、事前に管理事務室に相談

してください。 

・上記の工事を行う場合は、原則本学の指定業者が行います。 

             ・入居者が設置した造作、物品等については、入居者の責任において維持管理していただきます。 

              ・賃貸借終了時の入居者の原状回復に関する工事については、すべて本学の指定業者が行います。 

            （ロ）消耗品交換等

              ・専有部の照明器具の電球交換は、入居者の負担にて行ってください。 

（２）改修工事等への協力のお願い 
状況により専有部へ立ち入る必要が発生する場合がありますので、ご理解と協力をお願いします。 

なお、専有部へ立ち入る必要が発生する工事を行う場合は、事前に案内します。 

４ 運営上遵守頂きたい事項 
 入居者には下記の事項につき、遵守いただくようお願いします。 
（１）外出の際は、火の元、戸締り、その他ガス・電気機器の停止等安全を確認してください。また、目覚まし時計

のアラーム・タイマー等はお切りください。 

（２）旅行、帰省等で１週間以上にわたって不在となる場合は、管理事務室に不在届にて連絡してください。 

（３）専有部の換気口を物品等で塞がないでください。 

（４）電気設備の点検整備のため、一時的な共用部分の電気使用設備の使用中止に協力ください。 

（５）掲示板に掲示、記載される、管理事務室からの連絡事項等にご留意ください。 
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（６）入居者本人・保護者の連絡先等、届け出事項に変更があった場合はＥメールにて連絡してください。 

（７）設備の点検、維持管理のため、管理人および作業員等が居室内に立入る場合には協力してください。 

５  専有部においてお断りする事項 
他の入居者の迷惑となるほか、施設管理上の支障となるため下記の事項は固くお断りします。 
（１）住居以外の目的による専有部の使用 

（２）入居者以外の宿泊 

（３）異性を無許可で五思寮内に出入りさせること 

（４）他の入居者への飲酒強要 

（５）物品の販売および賭博行為 

（６）喫煙 

（７）土足利用 

（８）本建物およびその周辺に発火性・引火性物質（カセットコンロおよびカセットガスボンベを含む）、爆発物を

量の多少を問わず持ち込むこと 

（９）非衛生的使用、振動、騒音（楽器演奏、ステレオを含む）、臭気発散、落書きその他周囲の迷惑となる行為 

（10）動物の飼育 

（11）その他管理上支障となる行為 

６ 退去措置
入居者が、下記のいずれかの事項に該当する場合には、退去となる場合があります。 
（１）本学の停学対象となる行為をしたとき 

（２）本学の学生及び研究者の身分を失ったとき 

（３）入居期間が満了したとき 

（４）賃料を３ヶ月以上滞納したとき 

（５）専有部鍵の複製をしたとき 

（６）他人の財物または共有財物を窃取する行為をしたとき 

（７）他の入居者に著しい苦痛を与える行為をしたとき 

（８）秩序又は風紀を乱す行為をしたとき 

（９）虚偽の申告をして入居したことが明らかになったとき 

（10）安全性、病気、およびその他保健衛生上の理由で本建物での生活に適さないと判断されたとき 

（11）警告にも関わらず「お断りする事項」を繰り返し、本建物での生活に適さないと判断されたとき 

（12）火災保険および賠償保険を失効したとき 
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Ⅳ 設備等の保全についての案内 

１ 建物・付属設備等の管理 
（１）入居者、来館者の快適環境、安全の確保および本建物の保全のため、破損や障害物等を発見した場合は、 

管理事務室または五思寮チューター（営業時間外）に連絡ください。 

        （２）入居者および関係者の方が故意または過失により建物・付属設備等を損傷または滅失した場合は、入居者にて

その損害を賠償していただく場合がありますので、予めご承知おきください。 

２ 緊急時の専有部への立入り 
火災、漏水、機器の異常等、事前に入居者に連絡ができない非常事態が発生した場合は、専有部に

管理事務室の管理人または関係者が入室します。この場合は、入居者の承諾が事後となる場合があ

りますので、予めご承知おきください。 

Ⅴ 防火・防災の案内 

１ 防火組織等 
本建物の防火管理のため、消防法令等に基づき、以下の共同防火管理体制について、協力をお願い

します。ご不明な点は、管理事務室に相談してください。 

【共同防火管理体制】
法令に基づき、共同防火管理は、入居者全員にて行うことが義務付けられていますので協力をお願いします。 

          （１）共同防火管理

               共同防火管理の徹底、火災の予防および火災発生時の被害を最小限に食い止めることを目的として、管理 

権原者（本学）、入居者、管理会社による「共同防火管理」をします。 

          （２）自衛消防

火災、地震等が発生した場合の初期消火、避難等の活動を円滑に実施するため、入居者にて自衛消防が 

できるように防災訓練には必ず参加すること。 

          （３）消防・防災訓練

               法令に基づき、入居者にも参加いただく火災および地震を想定した消防・防災訓練を、年 1 回定期的に 

実施しますので、協力をお願いします。 

（４）消防設備法定点検

               法令に基づき、消防設備法定点検を、年２回実施します。 

             ・本学が標準仕様で設置した消防設備については、本学にて実施します。 

             ・入居者の専有部の造作・設備の新設・増設・変更等の工事により設置された消防設備については、入居

者の負担により、本建物で起用している点検会社にて実施しますので管理事務室に相談してください。 
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２ 防災施設および設備
本建物には、災害による被害から入居者を守るため、以下の施設および設備が設置されています

ので、設置場所や取扱方法について、日頃より周知いただくようお願いします。

【防災施設および防災設備】 

施設および設備名 設 置 場 所 機            能 

西門守衛所 本学西門 防災設備の監視等、集中管理を実施しています。 

災害時には消防活動の拠点となります。 

TEL ０４２－４４３－５０６６ 

非常灯 各フロア 停電した場合は、自動的に点灯します。 

誘導灯 各フロア 停電が発生した場合にも点灯し、災害発生時の避難経路

および避難口を案内します。 

自動火災報知機 各居室 熱もしくは煙を感知した場合は、管理事務室にて発報す

ると同時に、各階にて非常ベルが鳴ります。 

化粧品スプレー・塗装スプレー・多量のホコリ・昆虫侵

入等によっても発報することがありますので、注意して

ください。 

防火扉 各フロア 火災が発生した場合は、自動火災報知機に連動して防火

扉が自動的に閉鎖または降下することで、防火・防煙区

画を構成し火災の延焼を防ぎます。 

正常な稼働のため、当該設備付近には、什器・段ボール

等の物品を置くことは禁止とする。 

消火器 各フロア 火災が発生した場合は、初期消火を行っていただくと同

時に、西門守衛所へ１１９番（消防署）へ通報の依頼を

してください。 

３ 火災予防上のお断りする事項 
火災予防のため、下記の事項は固くお断りします。

（１）本建物内およびその周辺に発火性・引火性物質（カセットコンロおよびカセットガスボンベを含む）、 

爆発物を量の多少を問わず持ち込むこと 

         （２）電気、石油等の各種ストーブ類ならびに裸火を使用すること 

         （３）避難経路および防災設備付近に機能を妨げる什器等の物品を置くこと 

         （４）消火器の設置位置を変えたり、専有部内に持ち込むこと 

（５）台所のコンロの周辺に可燃物を置かないこと 

（６）コンセントを安全な負荷電流を超えて使用することおよび過度なタコ足配線を組むこと 
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※例のように２つ以上一緒に使わないこと 

４  防災のために心がけること 
（１）食用油類は安全な場所に保管・管理すること

（２）揚げ油の残りは自然発火のおそれがあるため、溜めることなく処分すること（処分する際は、古新聞や 

ぼろ布にしみ込ませてビニール袋に入れたものを指定ゴミ袋に入れてゴミ出しすること） 

（３）電気・ガス・給水・給湯・排水等の電気設備の不具合を発見した場合は、大変危険であるため、直ちに 

管理事務室または五思寮チューター（営業時間外）に連絡すること 

（４）什器、備品等は、地震の際に転倒しないように配置し、または必要に応じて固定すること 

（５）救急用品、非常用備品等を備えておくこと 

Ⅵ 非常時の取扱いの案内 

１ 異常発見時の連絡 

（１） 火災を発見された場合、また、病人・けが人・事故等が発生した場合は、西門守衛所または管理事務室に

ご連絡ください。 なお、１１９番（消防署）あるいは１１０番（警察署）に直接通報はしないで西門守

衛所または管理事務室に連絡してください。救急隊員または警察官の誘導・案内など、迅速に対応できな

くなります。 

（２） 防犯対策のため、以下の異常を発見した場合は、西門守衛所または管理事務室に連絡してください。 

             ・ 本建物の設備もしくは機能の破壊等、安全面で問題があると思われる情報を入手したとき 

             ・ 不審物・不審者の立入り等、安全上の異常を発見したとき 

（３） 盗難・金銭の遺失については、西門守衛所または管理事務室へ１１０番（警察署）通報の依頼をして 

ください。なお、本学および管理会社は、盗難・金銭の遺失につき、一切責任を負いません。 

（４） 拾得物を発見した場合は、本学学生課学生担当窓口または正門・西門守衛所に届けてください。 

２ 緊急連絡先
非常事態が発生した場合、本学、管理事務室から入居者に緊急連絡を行う場合がありますので、

入居者の緊急連絡先については、入居届及び誓約書で記載された連絡先へ連絡します。 

なお、内容に変更が生じた場合は、都度、同様式にて管理事務所に提出をお願いします。 
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３ 非常時の避難

（１）避難経路

非常口及びベランダのハシゴ（ベランダのハッチの下には物を置かないでください）。 

（２）避難経路の確保

            ・ 火災が発生した場合は、避難経路を確保し、管理人・チューター等の指示に従い避難をお願いします。 

            ・ 地震が発生した場合は、避難経路を確保し、火の始末・点検の後、特に落下物等に注意の上、管理人・ 

チューター等の指示に従い避難をしてください。 

４ 避難場所
本建物の避難場所は、次のとおりです。 

なお、防災関係機関等の情報・指示に注意を払っていただき、危険が迫った場合は、適切に避難等

の行動をお願いします。 

【本建物避難場所】 

避難場所  「本学西地区 硬式テニスコート」 

Ⅶ 敷地の利用の案内 

１  敷地利用にあたりお断りする事項 
火災予防、入居者の快適環境、安全の確保および敷地内の保全のため、下記の事項は固くお断り 

します。
        （１）敷地内に発火性・引火性物質（カセットコンロおよびカセットガスボンベを含む）、爆発物を量の多少を問わ

ず持ち込むこと。 

        （２）敷地内に物品（ゴミ、植木鉢、プラントボックス、テーブル、椅子、物置等）を置くこと 

    （３）自転車を指定位置以外へ放置すること。 

    （４）敷地内へのオートバイ（原付含む）自家用車の持込み（引っ越し等荷物運搬のための一時的な駐車は除く） 

    （５）敷地内設備および備品等の無断使用。 

    （６）敷地内における物品の販売および賭博行為。 

      （７）敷地内において貴重品を含む私物を放置すること。 

            なお、盗難等に関しまして、入居者および管理会社は一切責任を負いかねますので、予めご承知おきくだ 

さい。 

      （８）振動、騒音（楽器演奏、ステレオを含む）、臭気発散、落書きその他周囲の迷惑となる行為。 

      （９）張り紙、集会、物品販売、ビラおよびパンフレット類の配布、垂れ幕、旗の掲揚等を行うこと。また、屋上 

および外壁、窓、共用部の看板・広告・掲示板等の表示等の設置、貼付等を行うこと。 
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      （10）動物を敷地に持ち込むことおよび飼育すること。 

（11）公衆の目に触れるような場所において、公衆に嫌悪の情を催させるような仕方で尻、胸その他身体の一部を

みだりに露出すること。 

（12）敷地を無断で占用使用すること 

（13）敷地内に畑を作る等して、野菜および植物等を栽培すること 

      （14）通路、駐車場、駐輪場等におけるボールその他用具を利用した遊び 

（15）通常時の非常口の開閉 

（16）その他管理上支障となる行為 

※敷地内へ放置した私物は警告後、管理事務室で撤去します。撤去後管理事務室にて１週間保管し引き取りに 

来ない物は処分します。 

２  ゴミ出しについて

調布市が定めたルールに従って、ゴミ袋を購入し適切にごみ出しを行ってください。 

※ゴミの出し方については「ゴミの出し方について」参照 

ゴミは、清掃局より発行されているパンフレットを参照し、分別してください。なお、粗大ゴミを

出す際は、必ず次の連絡先まで申込みをしてください。 

  粗大ゴミ受付センター（電話 03-5296-7600、営業時間 月曜日 土曜日の8時 19時） 

また、家電製品リサイクル法により洗濯機・冷蔵庫・冷凍庫・エアコン・テレビの5品目は収集さ

れません。 

詳しくは、清掃局のパンフレットもしくは家電リサイクル券センターのホームページを確認してく

ださい。  http://www.rkc.aeha.or.jp

なお、パソコンを処分する場合は、製造メーカーへ申し込んでください。 

３  自転車の駐輪について
五思寮内に、自転車を駐輪する場合は、管理事務室での自転車登録が必要です。 

※電気通信大学内で駐輪する場合は、上記とは別に大学での自転車登録が必要です。自転車登録

は学生課学生担当窓口で申請します。 

４  自動車の駐車について
引っ越し等荷物の搬入出にて、自動車を駐車する場合は、管理事務室へ届け出が必要となります。 
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Ⅷ その他 

１  大学の入校制限について 
夏季一斉休業、年末年始、入学試験は学内に入ることができないため、五思寮西側扉が施錠され

ます。 

２  管理事務室及びチューターについて

（１） 管理事務室及びチューターは入居者の召使いではありません。引っ越し作業、荷物の運搬、居室の清掃、

汚物の処理などを命令し作業させた場合は、悪質な行為とし即退去とします。 

※悪質な行為が多発しています。 

      （２） 自分で運べない荷物は運送業者に対価を払い運んでもらい、自分で汚した場所は必ず自分で清掃 

しましょう。自分で清掃できない場合は、清掃業者に対価を払い清掃してもらいましょう。 

３  寮費について
（１） 寮費について、支払い方法は原則、預金口座からの引落とし、預金口座からの引落ができない入居者は、 

口座振込での支払いとなります。なお、滞納した寮費は、口座振込での支払いとなります。 

なお、トラブル等で預金口座からの引落での支払いの対応ができない場合は管理事務室での現金支払いと 

なります。また、預金口座からの引落での支払いの手数料は支払者のご負担となります。 

※毎月 27 日振替（金融機関休業日の場合は翌営業日）入居月及び退去月の支払は、口座振込での支払い 

となります。 

（２） 寮費の内訳 

・寄宿寮 4,300 円（学生） ※日割り不可 

・管理費 10,200 円 ※日割り不可 

・各居室の電気料金 各居室の電気料金は実績払いで後払いとなります。なお退去月は、退去時の使用

メータで計算し、現金での精算となります。 ※日割り可 

※管理費には共用部の光熱水費及び寮費の口座引落手数料などが含まれております。 

Ⅸ 雑則 

１ 環境配慮への協力のお願い 
本建物では、環境配慮のため、次の取り組みを行っていますので、ご理解と協力をお願いします。 

         （１）エネルギー消費の削減のため、専有部空調の設定温度や照明等の省エネルギー運用に協力をお願いします。 

         （２）廃棄物の減量化および資源化物のリサイクル推進のため、廃棄物の分別等に協力をお願いします。 
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２ 利用案内の取扱い 
本案内は、関係法令の改正または管理の都合等により変更する場合があります。本案内を変更した

場合は、その都度案内しますので、予めご承知おきいただき、変更後の案内についても協力をお願

いします。 

以 上 
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洗面・洗濯室の利用について 

１ 他のブロックにある洗面・洗濯室は、原則として使用しない。

２ 洗濯かごを使用しない時は各居室で保管する。（共用部に放置しない）

３ 洗濯機を利用する場合、利用している洗濯機の前に洗濯かごを置く。

４ 乾燥機を利用する場合、乾燥機前の洗面台側へかごを置く。 

５ 洗濯かごを置かずに、洗濯機や乾燥機が利用されている場合は部外者の利用と判断し、その中身を

撤去します。 

６ 洗濯機や乾燥機の中に放置された洗濯物を発見した場合、使用者を洗濯かごで判断しますので、放

置された洗濯物は該当する洗濯かごに入れ、その洗濯かごを持ち主の部屋の前へ置いてください。 

  洗濯かごが無く洗濯機や乾燥機の中に放置された洗濯物を発見した場合は、管理人へ連絡してくだ

さい。放置された洗濯物を管理人が撤去します。 

７ 洗面台に私物を放置しない。

８ 洗面台に洗濯物を放置しない。

９ 放置された私物は発見後、30 分経過したものを放置物収集箱へ移動してください。放置物収集箱

は毎週火曜、木曜に管理人が回収します。 

10 撤去した物の保管期間は１週間とし、期間の過ぎた物は処分します。

11 利用料金  洗濯機 １回１００円  乾燥機 ３０分１００円

※洗濯かごは本学で配布した部屋番号の付いた物を使用してください。それ以外は私物とし撤去します。 

注意事項 

・自分のゴミは必ず自分で捨てる。 

・使用中、汚したら使用後に清掃する。 

・上記ルールを守れず、警告後に汚す行為、散らかす行為が続いた場合、対象者との面談、退去措置が

取られる可能性があります。ブロック全体でルールを守れない場合は、設備の点検・補修のための管

理費の値上がりや、洗面・洗濯室の閉鎖もあり得ます。 
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補食室の利用について 

１ 他のブロックにある補食室は、原則として使用しない。

２ ガスコンロ使用時、その場から離れないこと。使用後は火気の点検を行い、必ず元栓を閉めること。

３ 夜間（午後１１時から午前７時まで）は、他の寮生の迷惑になるので、原則として使用しないこと。

４ 補食室の利用で発生したゴミは、流し台への放置、排水溝に流さず、調布市指定のゴミ出しルール

に従い、調布市指定のゴミ袋に入れてゴミ捨て場に捨てること。 

５ 冷蔵庫・電子レンジは、常に整理し清潔にしておくこと。

６ 冷蔵庫を使用する場合は、食品に部屋番号を明記すること。

７ 冷蔵庫内に私物を長期間放置しないこと。傷んだ食品又は消費・賞味期限切れの食品は、発見次第

随時処分し警告をします。警告後、１週間以内に改善されない場合は、冷蔵庫の使用を禁止にしま

す。 

８ 冷蔵庫の使用方法について、以下の行為があった場合、冷蔵庫の使用を中止します。

① 冷凍室に膨張し破裂する可能性がある物を入れる行為。 

② 靴など冷蔵または冷凍する必要のない物を入れる行為。 

９ 電子レンジを使用後、汚したままにした場合は、発見次第警告をします。警告後、１週間以内に改

善されない場合は、電子レンジの使用を禁止にします。 

10 個人の調理器具（フライパン等）や調味料など私物は、指定された場所（棚・カゴなど）に保管

すること。汚れた食器・調理器具はすぐに洗うこと。 

11 放置された私物は発見後、30 分経過したものを、放置物収集箱へ移動してください。放置物収集

箱は毎週火曜、木曜に管理人が回収します。 

12 撤去した物の保管期間は１週間とし、期間の過ぎた物は処分します。

注意事項 

・特に夏 秋は、食中毒にかかりやすいため、注意すること。

・ゴミは必ず自分で処分する。 

・汚したら使用後速やかに清掃する。 

・上記ルールを守れず、警告後に汚す行為、散らかす行為が続いた場合、対象者との面談、退去措置が

取られる可能性があります。ブロック全体でルールを守れない場合は、設備の点検・補修のための管

理費の値上がりや、捕食室の閉鎖もあり得ます。 
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浴室の利用について 

１ 他のブロックにある浴室は、原則として使用しない。

２ 浴室の使用時間については、各ブロックで話し合って効率的に使用すること。

３ 水・ガスの節約に努めること。

４ 共同で使用するため、他の人のことも考え清潔に使用すること。

５ シャワーのみ、使用できます。（浴槽にお湯を張れないように、栓を外してあります。）

６ 浴室の使用は必ずドアを閉め、脱衣室に水が掛からないように使用すること。

７ 使用後は浴室・脱衣室のドアをストッパーを使用して開放し、換気扇をつけておくこと。

８ 個人の私物は、使用後居室に持ち帰り、浴室に放置しないこと。

９ 放置された私物は警告後撤去します。

10 撤去した物の保管期間は１週間とし、期間の過ぎた物は処分します。

注意事項 

・特に夏 秋は、カビが発生しやすいため、注意すること。

・自分のゴミは必ず自分で捨てる。 

・使用中、汚したら使用後に清掃する。 

・上記ルールを守れず、警告後に汚す行為、散らかす行為が続いた場合、対象者との面談、退去措置が

取られる可能性があります。ブロック全体でルールを守れない場合は、設備の点検・補修のための管

理費の値上がりや、浴室の閉鎖もあり得ます。 
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トイレの利用について 

１ 他のブロックにあるトイレは、原則として使用しない

２ 汚したら備え付けのトイレマジックリンを利用し掃除する。

３ 使用後は水を流す。

４ 便座の除菌は備え付けのトイレマジックリンを使用する。

５ 使用したトイレットペーパーは必ず便器に捨て、流すこと。

６ 便やトイレットペーパー以外はトイレに流さないこと。

７ 必要以上のトイレットペーパーをトイレに流さないこと。

８ 共同で使用するため、他の人のことも考え清潔に使用すること。汚したら各自が責任をもってきれ

いにすること。 

９ 放置された私物は警告後撤去します。

10 撤去した物の保管期間は１週間とし、期間の過ぎた物は処分します。

・上記ルールを守れず、警告後に汚す行為、散らかす行為が続いた場合、対象者との面談、退去措置が

取られる可能性があります。ブロック全体でルールを守れない場合は、設備の点検・補修のための管

理費の値上がりもあり得ます。 
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下足室の利用について 
１ 郵便ボックスに靴をいれない

２ 郵便ボックスは毎日確認し中身を居室へ持ち帰ること。

３ 郵便ボックスの上に靴を置かないこと。

４ 掲示板は毎日確認すること。

５ 来客用の傘立を利用する場合は、利用期間と部屋番号がわかるようにすること。

６ 来客用の靴箱に靴を置く場合は、下記の手順に従い使用すること

①使用する場合は「来客用靴箱使用表」に以下を記入する。 

・行き先（部屋番号）、使用者、入居者との関係、札番号、使用開始日時 

②使用する場所の札を靴へ付けて来客用靴箱に置く。 

使用上の注意 

・利用日時から１日以上過ぎた靴は撤去し、入居者以外の者を宿泊させた疑いがあるものとみ

なし、面談をします。 

・使用札のない靴は撤去します。 

・使用毎に「来客用靴箱使用表」へ記入すること。 

・スリッパ等、来客用靴箱に上履きが置いてあった場合は、共用の来客用靴箱を占有する行為

となるため、行き先の入居者への面談と注意をします。注意後繰り返すようであれば、使用

禁止とします。 

７ 寮内では、土足厳禁のため、下足室で靴を上履きに履き替え、土足は指定された靴箱に入れるか、

居室に持ち帰ること。また、持ち帰った土足を廊下に置かないこと。飲み物を買う、ゴミを出す、

その際はスリッパで出ないこと。必ず履き替えること。 

８ 靴箱に入りきらない靴は各居室で保管し共用部（廊下、ケーブル棚等）に放置しないこと。

９ 放置された私物は発見後、30分経過したものを、放置物収集箱へ移動してください。放置物収集

箱は毎週火曜、木曜に管理人が回収します。 

10 撤去した物の保管期間は１週間とし、期間の過ぎた物は処分します。

11 下足室から建物に入る扉は暗証番号式の 24 時間オートロックとなっています。暗証番号は入居時

に管理事務室からお知らせします。

なお、暗証番号を部外者へ教えるなど、寮のセキュリティーを無効にする行為をした場合は、強

制退去となります。 

12 小包などの宅急便については、到着時に宅配業者が内線電話にて居室に連絡します。宅急便等、

荷物の受け取り時は、下足室まで行き、必ず手渡しで受け取ること。荷物を玄関においたままにし

ないこと。 
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ゴミの出し方について 

１ ゴミを出す袋は調布市指定のゴミ袋を購入し、分別しゴミ置き場へ出す。

  ※ゴミ置き場へ出したゴミは調布市の指定日に管理事務室でゴミ収集場所へ運搬します。 

２ ゴミの分別方法は調布市が配布するごみ出しルールに従うこと。

３ ゴミ置き場は別紙「五思寮案内図」参照。

４ 有害ゴミは、管理事務室へお持ちください。

５ 粗大ゴミは手続き後、管理事務室までＥメールにてご連絡ください。粗大ゴミを置く場所をお知ら

せします。 

※ゴミを分別せずゴミ置き場に放置した場合は、管理事務室業務の枠を超えるためゴミ収集業者を別に

委託しなければなりません。ゴミ収集業者を別に委託する費用は管理費となりますが現在の管理費で

は金額が足りないため委託することができません。 

よって、大幅な管理費の値上げとなりますのでご注意ください。 

また、指定されたゴミ置き場以外にゴミを出さないこと。特に五思寮敷地外の学内のゴミ捨て場に

は、不法投棄扱いになるので、絶対に捨てない。不法投棄は罰則があるので注意すること。 
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